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産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 
「職務発明制度の在り方について」報告書（案）に対する

意見募集 
 

平成１５年１０月 
産業構造審議会知的財産政策部会 

特許制度小委員会

 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、平成１４年９月１８日に産業構
造審議会知的財産政策部会に設置され、知的財産戦略大綱において早期に検討が必要とさ
れた特許制度に関連した事項につき審議を行ってまいりました。 
 このたび、職務発明制度の在り方についてこれまでの審議結果を報告書として取りまとめる
にあたり、各方面から御意見を募ることといたしました。 
皆様からいただいた御意見につきましては、報告書を取りまとめるにあたっての参考とさせて
いただきます。 
 なお、お寄せいただいた御意見に対する個々の回答は致しかねますので予め御了承下さ
い。 
 
 

１． 意見募集期間 

 平成１５年１０月２４日（金）～平成１５年１１月２５日（火） 
電子メール及びＦＡＸは、平成１５年１１月２５日(火)１７：４５まで受け付けております。 
郵送の場合は、平成１５年１１月２５日(火)必着で郵送してください。 

 

２． 意見送付要領 

   御名前、御住所、電話番号、御職業（勤務先名等）を明記の上、次のいずれかの方法
で御意見を送付してください。なお、電話での御意見については、お応えしかねますの
で、予め御了承ください。

 

 〈電子メールの場合〉

 
電子メールアドレス：PA0A00@jpo.go.jp 
件名を「報告書意見」と入力してください。 
 

 〈ＦＡＸの場合〉

 
ＦＡＸ番号 ０３－３５０１－０６２４ 
産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会事務局あて 
 

 〈郵送の場合〉

 

〒１００－８９１５ 
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号 
特許庁総務部総務課制度改正審議室 
産業構造審議会 知的財産政策部会特許制度小委員会事務局あて

 

３． 資料入手方法 

（１） 特許庁ホームページから入手 
資料のダウンロードはこちらからできます。 
 

（２） 特許庁・各特許室での配布

 ・ 特許庁総務部総務課制度改正審議室 
（東京都千代田区霞が関３－４－３）

http://www.jpo.go.jp/iken/syokumu_3d.htm


 

・ 北海道経済産業局産業部産業技術課特許室 
（札幌市北区北７条西２－８ 北ビル７Ｆ）

 ・ 東北経済産業局産業部産業技術課特許室 
（仙台市青葉区本町３－４－１８ 太陽生命仙台本町ビル７Ｆ）

 ・ 関東経済産業局産業企画部技術企画課特許室 
（さいたま市上落合２番地１１ さいたま新都心合同庁舎１号館９Ｆ）

 ・ 中部経済産業局産業企画部産業技術課特許室 
（名古屋市中区栄２－１０－１９ 名古屋商工会議所ビルＢ２Ｆ）

 ・ 近畿経済産業局産業企画部産学官連携推進課特許室 
（大阪市天王寺区伶人町２－７ 関西特許情報センター１Ｆ）

 ・ 中国経済産業局産業部産業技術課特許室 
（広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎３号館）

 ・ 四国経済産業局産業部産業技術課特許室 
（高松市林町２２１７－１５ 香川産業頭脳化センター２Ｆ）

 ・ 九州経済産業局産業部技術企画課特許室 
（福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 住友博多駅前第２ビル２Ｆ）

 ・ 沖縄総合事務局経済産業部産業課特許室 
（那覇市前島３－１－１５ 大同生命那覇ビル５Ｆ）

 
（なお、資料のコピー依頼、郵送及びＦＡＸ送付依頼については応じかねますので御了承く
ださい。） 
 

４． 諸注意 

 ・ 意見提出の様式は問いません。

 ・ 御意見は、住所、電話番号等の連絡先を除き全て公開される可能性があることを御承
知おきください。

 

   問い合わせ先 
 

   

特許庁総務部総務課制度改正審議室 
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会事務局 
電話 03-3581-1101（代表）内線2118 
電子メール PA0A00@jpo.go.jp 

[更新日 2003.10.24]
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